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令和７年度 一関市国民健康保険事業計画 

 

１ 計画の目的 
  市町村国保は、国民皆保険制度の基盤として住民の医療受診機会の確保及び健康

の保持・増進に大きく寄与し、地域保険として重要な役割を果たしています。 

  しかしながら、市町村国保は、加入者の平均年齢が高く、１人あたりの医療費も

高くなる傾向にあることに加えて、高齢化の進展や高度な医療の普及に伴う医療費

の増加等によりその運営は全国的に年々厳しさを増しており、こうした課題に対応

するため、平成30年度から国保都道府県単位化がスタートし、国による財政支援の

拡充が図られたところです。 

  本計画は、このような状況を踏まえながら、国民健康保険事業の健全な運営を確

保し、被保険者の健康の保持・増進を図るとともに、必要な保険給付を行うため、

令和７年度における運営の基本方針と主な取り組みについて定めるものです。 

 
 

２ 基本方針 
  令和７年度においては、次の事項について着実な取組みを図りながら、県との連

携の下に、国保運営の健全化と安定化に努めるものとします。 

 

 ⑴ 保険税の適正な賦課・徴収 

   国民健康保険の運営は一定の公費負担と保険税で賄うという基本原則に基づき、

必要な財源及び負担の公平性を確保するため、一層の収納率向上に取り組むなど、

適正な賦課・徴収に努めます。 

 

 ⑵ 適正な資格適用と給付等 

   限られた財源で国保運営を維持していくため、引き続き適正な被保険者資格の

適用と給付等に努めます。 

 

 ⑶ 被保険者の健康の保持・増進と医療費の適正化 

   「一関市国民健康保健事業実施計画（データヘルス計画）」に基づき、関係機関

との連携を図りながら総合的かつ効果的に保健事業を実施し、被保険者の健康の

保持・増進と疾病予防、重症化予防を図り、以って被保険者の負担軽減及び医療

費の適正化に努めます。 

 

 ⑷ 積極的な制度周知と情報提供 

   国民健康保険の運営及び負担に対する理解等を深めていただくため、国民健康

保険事業の仕組みや財政状況、制度を維持していくために必要な取り組み、及び

給付や負担軽減制度等について、わかりやすい周知と情報発信に努めます。 

 

 ⑸ 国等に対する働きかけ 

   持続可能な国民健康保険制度の安定・確立と課題解決に向けた対策を講じるよ

う、引き続き国等に対し要望・提言していきます。 
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３ 主な取り組み 
 ⑴ 保険税の適正な賦課・徴収 

事業名等 事業内容等 

税率の見直し

等 

 県が策定した第３期岩手県国民健康保険運営方針における

保険税水準の統一に係る動向等を踏まえた中期的な財政見通

しでは、財政調整基金の活用により、必要な歳入を確保できる

見込みであることから、令和７年度の税率は据え置くこととし

ます。 

 なお、国において、令和７年度から課税限度額や軽減判定所

得の見直しがなされ、また、令和８年度から新たに子ども・子

育て支援制度が創設されることから、制度改正に対応した条例

改正を検討することとします。 

収納率の向上

対策 

 国民健康保険制度の趣旨や保険税負担の公平性確保に対す

る理解を得ながら、引き続き収納率向上のための取り組みを推

進します。 

区分 令和７年度予算 
〔参考〕 

令和５年度実績 

現 年 課 税 分 95.0％  94.9％ 

滞 納 繰 越 分 16.0％  21.9％ 
  

 

 

 

 

 

口座振替制度

の利用促進 

 納期内納付を推進するため、納税通知書へのチラシの同封や

市ホームページを活用したＰＲ等により、口座振替制度の利用

を促進します。 

コンビニ収納

等の実施 

 納税機会を確保し納税者の利便性向上を図るため、納税通知

書及び督促状によりコンビニやスマホ決済アプリで納付でき

る体制を継続します。 

 また、令和５年４月から開始した、地方税お支払いサイトか

らの納付を継続します。 

徴収嘱託員

の配置 

 徴収嘱託員による訪問や電話による納税督励を行い、主に初

期、少額のうちに滞納者と接触することにより、滞納が累積す

る前に早期解消に努めます。 

休日納税相

談窓口の開

設 

 平日に市役所へ行くことができない滞納者のために休日納

税相談窓口を開設し、市税の納付や相談の機会を設け、滞納者

との接触を図ります。 

納付に資す

る取組の実

施 

 納付指導や納税相談の機会確保を図り、滞納者の自主納税を

促進します。 
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 ⑵ 適正な資格適用と給付等 

事業名等 事業内容等 

被保険者資格

の適正化 

 他の健康保険と国民健康保険の資格が重複している方に対

し、国民健康保険の資格喪失の届出勧奨を行います。 

レセプト点検

の実施 

 医療機関から請求されたレセプト（診療報酬明細書）の内容

や国保給付資格を二重に点検・審査し、内容に疑義があるもの

については過誤調整や再審査請求を行い、無資格者については

医療機関への返戻や被保険者への返還請求等を行うなど、適正

な保険給付に努めます。 

 また、被保険者への返還請求については、保険者間調整の手

法を活用し、未収金の解消に努めます。 

第三者行為の

求償 

 交通事故など第三者により傷病を受けたことによると思わ

れるレセプトについて調査を行い、第三者行為に該当するもの

については、国民健康保険団体連合会と連携しながら加害者等

に対し適正な求償を行います。 

 
 ⑶ 被保険者の健康の保持・増進と医療費の適正化 

事業名等 事業内容等 

特定健康診査

の実施 

 生活習慣病の発症や重症化を予防するため、「第４期特定健

康診査等実施計画」に基づき、40歳から74歳までの被保険者全

員を対象として内臓脂肪型肥満に着目した健康診査を実施し

ます。 

 

【実施方法】 

・ 対象者全員に受診票を送付し、受診を呼びかける。 

・ 特定健康診査を集団健診・個別健診・人間ドックにて実施

する。集団健診においては、各種がん検診等との同時受診、

土・日曜日や夜間健診を実施する。 

・ 初めて特定健康診査の対象となる40歳の方には、生活習慣

病予防に関するパンフレットと健診結果票を保管・記録でき

る健康ファイルを送付し、健診を活用した生活習慣病予防の

意識啓発を行う。また、50歳及び70歳以上の方は、自己負担

金を無料とする。 

・ 未受診の方には、勧奨はがきを送付し受診を呼びかける。 

 

【特定健康診査受診率目標】 

令和７年度目標 〔参考〕令和５年度実績 

54.7％ 43.3％ 
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特定保健指導

の実施 

 「第４期特定健康診査等実施計画」に基づき、特定健康診査

の結果、「積極的支援」「動機付け支援」に階層化された方を対

象として生活習慣の改善を促し、生活習慣病の予防に努めま

す。 

【実施方法】 

・ 対象者に指導案内を送付する。 

・ 特定保健指導は、基本的に小集団で実施しているが、利用

者の都合に合わせ、個別対応も行う。 

・ スマートフォン、タブレット等を活用した遠隔面接（ICT遠

隔指導）による特定保健指導を実施する。 

・ 集団健診当日に把握した対象者へは、健診会場で特定保健

指導の初回面接を実施する。 

【特定保健指導実施率目標】 

令和７年度目標 〔参考〕令和５年度実績 

43.9％ 15.0％ 
  

重症化予防の

取り組み 

 特定健診、医療、介護のデータを活用し、生活習慣病の重症

化リスクの高い方を把握し、受診勧奨や保健指導を行います。 

【実施方法】  

・ 要医療者への保健指導  

・ 特定健康診査の結果、要医療者のうち、最優先介入対象者

に対し、訪問等による保健指導を実施。  

・ 要医療者の受診勧奨通知  

  前年度の特定健診の結果、医療機関への受診が必要な方に

対して、受診確認通知を送付する。  

・ 腎症２期、３期及び４期該当者への受診勧奨  

  前年度の特定健診の結果、腎症２期、３期及び４期に該当

かつ未受診者の方へ家庭訪問をし、確実に医療に繋げるとと

もに保健指導を行う。  

・ 糖尿病の治療中断者に対する受診勧奨  

 レセプトデータにより糖尿病の治療中断が疑われる方に

対し、受診勧奨を行う。  

医療費の通知 

 自身の健康と、適正受診の必要性や国民健康保険制度に対す

る理解を深めていただくため、受診状況が容易に確認でき、自

己負担分のみならず医療費全体の内容等が把握できる通知書

を送付します。 

 

【実施方法】 

・ 受診歴のある世帯の世帯主に対し、１年間分まとめて通知

する（年１回）。 
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後発医薬品の

普及促進 

 患者負担の軽減と医療費の抑制を図るため、後発医薬品（ジ

ェネリック医薬品）の普及促進に努めます。 

 

【実施方法】 

・ 後発医薬品に切り替えた場合に一定の削減効果が見込まれ

る世帯に対し、その差額（負担軽減額）を通知する（年３回）。 

健康講演会の

開催 

 他の健康に関する講演会との併催を含め、市民の関心の高い

健康に関する題材をテーマとした講演会を開催し、健康に関す

る正しい知識の普及・啓発に努めます。 

 

 ⑷ 積極的な制度周知と情報提供 

事業名等 事業内容等 

市広報による

周知 

 健康づくりや健康診査等の保健事業に関するお知らせ、保険

税納付や適正受診等の呼びかけ、給付や負担軽減制度等の周

知、国民健康保険の運営状況などについて市広報に掲載し、周

知を図ります。 

ホームページ

の充実 

 各種制度や手続き等についてお知らせしている市ホームペ

ージを充実させ、各種制度や手続き等について常に新しい情報

をわかりやすく発信するよう努めます。 

 

 ⑸ 国等に対する働きかけ 

事業名等 事業内容等 

国に対する 

要望・提言 

 被保険者が将来にわたり安心して必要な医療が受けられる

よう、国民健康保険の制度や財政的課題等について、引き続き

市長会や国民健康保険中央会等を通じて要望・提言していきま

す。 

県に対する 

提言等 

 岩手県国民健康保険連携会議等を通じて必要な提言等を行

っていきます。 

 また、保険税水準の統一に向けての方針が示されたことか

ら、当市の実情について提言していきます。 

 


